
浜松市条例第２７号 

デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための関係条例の整備

に関する条例 

 

（浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例の一部改正） 

第１条 浜松市産業廃棄物の適正な処理に関する条例（平成２３年浜松市条例第４４号）

の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（実地確認） （施設の状況等の確認） 

第１０条 事業者（第８条第１項の規定により

産業廃棄物管理責任者を置かなければなら

ない事業場を設置している事業者に限る。）

及び中間処理業者（以下この条において「事

業者等」という。）は、その産業廃棄物（事

業者にあっては、当該事業場から生じるもの

に限る。第３項において同じ。）の運搬又は

処分を産業廃棄物処理業者に委託しようと

するときは、次に掲げる場合を除き、規則で

定めるところにより、当該委託に係る運搬又

は処分が行われる施設の状況その他の規則

で定める事項を実地に確認しなければなら

ない。この場合において、当該委託を受けよ

うとする産業廃棄物処理業者は、事業者等が

行う実地の確認に協力しなければならない。 

第１０条 事業者（第８条第１項の規定により

産業廃棄物管理責任者を置かなければなら

ない事業場を設置している事業者に限る。）

及び中間処理業者（以下この条において「事

業者等」という。）は、その産業廃棄物（事

業者にあっては、当該事業場から生じるもの

に限る。第３項において同じ。）の運搬又は

処分を産業廃棄物処理業者に委託しようと

するときは、次に掲げる場合を除き、規則で

定めるところにより、当該委託に係る運搬又

は処分が行われる施設の状況その他の規則

で定める事項を確認しなければならない。こ

の場合において、当該委託を受けようとする

産業廃棄物処理業者は、事業者等が行う確認

に協力しなければならない。 

(1)～(3) （略） (1)～(3) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 事業者等は、その産業廃棄物の運搬又は処

分を１年以上にわたり継続して産業廃棄物

処理業者に委託して行っているときは、次に

掲げる場合を除き、毎年１回以上定期的に、

規則で定めるところにより、当該委託に係る

運搬又は処分の実施の状況その他の規則で

定める事項を実地に確認しなければならな

い。この場合において、当該委託を受けた産

３ 事業者等は、その産業廃棄物の運搬又は処

分を１年以上にわたり継続して産業廃棄物

処理業者に委託して行っているときは、次に

掲げる場合を除き、毎年１回以上定期的に、

規則で定めるところにより、当該委託に係る

運搬又は処分の実施の状況その他の規則で

定める事項を確認しなければならない。この

場合において、当該委託を受けた産業廃棄物



業廃棄物処理業者は、事業者等が行う実地の

確認に協力しなければならない。 

処理業者は、事業者等が行う確認に協力しな

ければならない。 

(1)・(2) （略） (1)・(2) （略） 

４ （略） ４ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市屋外広告物条例の一部改正） 

第２条 浜松市屋外広告物条例（平成１７年浜松市条例第１５３号）の一部を次のように

改正する。 

改正前 改正後 

（許可の表示）  

第１６条 第５条又は第６条第４項若しくは

第５項の許可を受けた者は、当該許可に係る

広告物又は掲出物件に規則で定める許可の

証票を 貼
ちよう

付しなければならない。ただし、

規則で定める許可の証印を受けたものにつ

いては、この限りでない。 

第１６条 削除 

（登録の実施） （登録の実施） 

第２９条の３ （略） 第２９条の３ （略） 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたとき

は、遅滞なく、規則で定めるところにより、

その旨を登録申請者に通知しなければなら

ない。 

２ 市長は、前項の規定による登録をしたとき

は、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知し

なければならない。 

（標識の掲示） （屋外広告業者情報の掲示等） 

第３１条の２ 屋外広告業者は、その営業所ご

とに、公衆の見やすい場所に、氏名又は名称、

登録番号その他規則で定める事項を記載し

た標識を掲げなければならない。 

第３１条の２ 屋外広告業者は、氏名又は名

称、登録番号その他規則で定める事項（以下

この条において「屋外広告業者情報」とい

う。）を記載した標識をその営業所ごとに公

衆の見やすいように掲示し、又は屋外広告業

者情報を規則で定めるところにより電気通

信回線に接続して行う自動公衆送信（公衆に

よって直接受信されることを目的として公

衆からの求めに応じ自動的に送信を行うこ



とをいい、放送又は有線放送に該当するもの

を除く。）により公衆の閲覧に供しなければ

ならない。 

（過料） （過料） 

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

第４３条 次の各号のいずれかに該当する者

は、５万円以下の過料に処する。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 第３１条の２の規定による標識を掲げ

ない者 

(2) 第３１条の２の規定に違反した者 

(3)～(5) （略） (3)～(5) （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市行政手続条例の一部改正） 

第３条 浜松市行政手続条例（平成８年浜松市条例第６９号）の一部を次のように改正す

る。 

改正前 改正後 

（定義）  （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる

用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づ

き、特定の者を名あて人として、直接に、

これに義務を課し、又はその権利を制限

する処分をいう。ただし、次のいずれか

に該当するものを除く。 

(5) 不利益処分 行政庁が、条例等に基づ

き、特定の者を名宛人として、直接に、

これに義務を課し、又はその権利を制限

する処分をいう。ただし、次のいずれか

に該当するものを除く。 

 ア （略） ア （略） 

  イ 申請により求められた許認可等を拒

否する処分その他申請に基づき当該申

請をした者を名あて人としてされる処

分 

イ 申請により求められた許認可等を拒

否する処分その他申請に基づき当該申

請をした者を名宛人としてされる処分 

  ウ 名あて人となるべき者の同意の下に

することとされている処分 

ウ 名宛人となるべき者の同意の下にす

ることとされている処分 

  エ （略） エ （略） 



(6)・(7) （略）  (6)・(7) （略） 

（適用除外）  （適用除外） 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導につい

ては、次章から第４章の２までの規定は、適

用しない。 

第３条 次に掲げる処分及び行政指導につい

ては、次章から第４章の２までの規定は、適

用しない。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 (7) 相反する利害を有する者の間の利害の

調整を目的として法令の規定に基づいて

される裁定その他の処分（その双方を名あ

て人とするものに限る。）及び行政指導 

(7) 相反する利害を有する者の間の利害の

調整を目的として法令の規定に基づいて

される裁定その他の処分（その双方を名

宛人とするものに限る。）及び行政指導 

 (8)～(11) （略） (8)～(11) （略） 

（不利益処分をしようとする場合の手続） （不利益処分をしようとする場合の手続） 

第１２条 行政庁は、不利益処分をしようとす

る場合には、次の各号の区分に従い、この章

の定めるところにより、当該不利益処分の名

あて人となるべき者について、当該各号に定

める意見陳述のための手続を執らなければ

ならない。 

第１２条 行政庁は、不利益処分をしようとす

る場合には、次の各号の区分に従い、この章

の定めるところにより、当該不利益処分の名

宛人となるべき者について、当該各号に定め

る意見陳述のための手続を執らなければな

らない。 

 (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞  (1) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

  ア （略）   ア （略） 

  イ アに規定するもののほか、名あて人の

資格又は地位を直接にはく奪する不利

益処分をしようとするとき。 

  イ アに規定するもののほか、名宛人の資

格又は地位を直接に剝奪する不利益処

分をしようとするとき。 

  ウ （略）   ウ （略） 

 (2) （略）  (2) （略） 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前

項の規定は、適用しない。 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは、前

項の規定は、適用しない。 

 (1)～(4) （略）  (1)～(4) （略） 

(5) 当該不利益処分の性質上、それによっ

て課される義務の内容が著しく軽微なも

のであるため名あて人となるべき者の意

見をあらかじめ聴くことを要しないもの

として規則で定める処分をしようとする

とき。 

(5) 当該不利益処分の性質上、それによっ

て課される義務の内容が著しく軽微なも

のであるため名宛人となるべき者の意見

をあらかじめ聴くことを要しないものと

して規則で定める処分をしようとすると

き。 



（不利益処分の理由の提示）  （不利益処分の理由の提示） 

第１３条 行政庁は、不利益処分をする場合に

は、その名あて人に対し、同時に、当該不利

益処分の理由を示さなければならない。ただ

し、当該理由を示さないで処分をすべき差し

迫った必要がある場合は、この限りでない。 

第１３条 行政庁は、不利益処分をする場合に

は、その名宛人に対し、同時に、当該不利益

処分の理由を示さなければならない。ただ

し、当該理由を示さないで処分をすべき差し

迫った必要がある場合は、この限りでない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合において

は、当該名あて人の所在が判明しなくなった

ときその他処分後において理由を示すこと

が困難な事情があるときを除き、処分後相当

の期間内に、同項の理由を示さなければなら

ない。 

２ 行政庁は、前項ただし書の場合において

は、当該名宛人の所在が判明しなくなったと

きその他処分後において理由を示すことが

困難な事情があるときを除き、処分後相当の

期間内に、同項の理由を示さなければならな

い。 

３ （略） ３ （略） 

（聴聞の通知の方式） （聴聞の通知の方式） 

第１４条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名あて人となるべき者

に対し、次に掲げる事項を書面により通知し

なければならない。 

第１４条 行政庁は、聴聞を行うに当たって

は、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を

おいて、不利益処分の名宛人となるべき者に

対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

 (1)～(4) （略） (1)～(4) （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人となるべ

き者の所在が判明しない場合においては、第

１項の規定による通知を、その者の氏名、同

項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当

該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載し

た書面をいつでもその者に交付する旨を浜

松市公告式条例（昭和２５年浜松市条例第 

２３号）に定める掲示場に掲示することによ

って行うことができる。この場合において

は、掲示を始めた日から２週間を経過したと

きに、当該通知がその者に到達したものとみ

なす。 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人となるべき

者の所在が判明しない場合においては、第１

項の規定による通知を、公示の方法によって

行うことができる。 



 ４ 前項の公示の方法による通知は、不利益処

分の名宛人となるべき者の氏名、第１項第３

号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政

庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨（以下この項

において「公示事項」という。）を規則で定

める方法により不特定多数の者が閲覧する

ことができる状態に置くとともに、公示事項

が記載された書面を浜松市公告式条例（昭和

２５年浜松市条例第２３号）に定める掲示場

に掲示し、又は公示事項を当該行政庁の事務

所に設置した電子計算機の映像面に表示し

たものの閲覧をすることができる状態に置

く措置をとることによって行うものとする。

この場合においては、当該措置を開始した日

から２週間を経過したときに、当該通知がそ

の者に到達したものとみなす。 

（代理人）  （代理人） 

第１５条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第３項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

第１５条 前条第１項の通知を受けた者（同条

第４項後段の規定により当該通知が到達し

たものとみなされる者を含む。以下「当事者」

という。）は、代理人を選任することができ

る。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

 （続行期日の指定）  （続行期日の指定） 

第２１条 （略） 第２１条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 第１４条第３項の規定は、前項本文の場合

において、当事者又は参加人の所在が判明し

ないときにおける通知の方法について準用

する。この場合において、同条第３項中「不

利益処分の名あて人となるべき者」とあるの

は「当事者又は参加人」と、「掲示を始めた

３ 第１４条第３項及び第４項の規定は、前項

本文の場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方法に

ついて準用する。この場合において、同条第

３項及び第４項中「不利益処分の名宛人とな

るべき者」とあるのは「当事者又は参加人」



日から２週間を経過したとき」とあるのは

「掲示を始めた日から２週間を経過したと

き（同一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌

日）」と読み替えるものとする。 

と、同項中「とき」とあるのは「とき（同一

の当事者又は参加人に対する２回目以降の

通知にあっては、当該措置を開始した日の翌

日）」と読み替えるものとする。 

 （弁明の機会の付与の通知の方式）  （弁明の機会の付与の通知の方式） 

第２７条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭

による弁明の機会の付与を行う場合には、そ

の日時)までに相当な期間をおいて、不利益

処分の名あて人となるべき者に対し、次に掲

げる事項を書面により通知しなければなら

ない。 

第２７条 行政庁は、弁明書の提出期限(口頭

による弁明の機会の付与を行う場合には、そ

の日時)までに相当な期間をおいて、不利益

処分の名宛人となるべき者に対し、次に掲げ

る事項を書面により通知しなければならな

い。 

 (1)～(3) （略）  (1)～(3) （略） 

 （聴聞に関する手続の準用）  （聴聞に関する手続の準用） 

第２８条 第１４条第３項及び第１５条の規

定は、弁明の機会の付与について準用する。

この場合において、第１４条第３項中「第１

項」とあるのは「第２７条」と、「同項第３

号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と、

第１５条第１項中「前条第１項」とあるのは

「第２７条」と、「同条第３項後段」とある

のは「第２８条において準用する第１４条第

３項後段」と読み替えるものとする。 

第２８条 第１４条第３項及び第４項並びに

第１５条の規定は、弁明の機会の付与につい

て準用する。この場合において、第１４条第

３項中「第１項」とあるのは「第２７条」と、

同条第４項中「第１項第３号及び第４号に掲

げる事項並びに」とあるのは「第２７条第３

号に掲げる事項及び」と、「同項各号」とあ

るのは「同条各号」と、第１５条第１項中「前

条第１項」とあるのは「第２７条」と、「同

条第４項後段」とあるのは「第２８条におい

て準用する第１４条第４項後段」と読み替え

るものとする。 
  

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第４条 浜松市職員退職手当支給条例（昭和３８年浜松市条例第２号）の一部を次のよう

に改正する。 

改正前 改正後 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手

当の支給制限） 



第１８条 （略） 第１８条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通

知をする場合において、当該処分を受けるべ

き者の所在が知れないときは、当該処分の内

容を浜松市公告式条例（昭和２５年浜松市条

例第２３号）に規定する掲示場に掲示するこ

とをもって通知に代えることができる。この

場合においては、その掲示した日から起算し

て２週間を経過した日に、通知が当該処分を

受けるべき者に到達したものとみなす。 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定による通

知をする場合において、当該処分を受けるべ

き者の所在が知れないときは、同項の規定に

よる通知を、公示の方法によって行うことが

できる。 

 ４ 前項の公示の方法による通知は、当該処分

を受けるべき者の氏名及び当該退職手当管

理機関が当該処分に係る第２項の書面をい

つでもその者に交付する旨（以下この項にお

いて「公示事項」という。）を規則で定める

方法により不特定多数の者が閲覧すること

ができる状態に置くとともに、公示事項が記

載された書面を浜松市公告式条例（昭和２５

年浜松市条例第２３号）に定める掲示場に掲

示し、又は公示事項を当該退職手当管理機関

の事務所に設置した電子計算機の映像面に

表示したものの閲覧をすることができる状

態に置く措置をとることによって行うもの

とする。この場合においては、当該措置を開

始した日から２週間を経過したときに、当該

通知がその者に到達したものとみなす。 

 （退職手当の支払の差止め）  （退職手当の支払の差止め） 

第１９条 （略） 第１９条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 前条第２項及び第３項の規定は、支払差

止処分について準用する。 

１０ 前条第２項から第４項までの規定は、支

払差止処分について準用する。 

（退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合 （退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合



等の退職手当の支給制限） 等の退職手当の支給制限） 

第２０条 （略） 第２０条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第１８条第２項及び第３項の規定は、第１

項及び第２項の規定による処分について準

用する。 

５ 第１８条第２項から第４項までの規定は、

第１項及び第２項の規定による処分につい

て準用する。 

６ （略） ６ （略） 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

（浜松市税条例の一部改正） 

第５条 浜松市税条例（昭和２９年浜松市条例第３８号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（公示送達） （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示

送達は、浜松市公告式条例（昭和２５年浜

松市条例第２３号）に規定する掲示場又は

規則で定める所轄区役所の掲示場に掲示し

て行うものとする。 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示

送達は、公示事項（同条第２項に規定する

公示事項をいう。以下この条において同

じ。）を地方税法施行規則（昭和２９年総

理府令第２３号。以下「施行規則」という。）

第１条の８第１項に規定する方法により不

特定多数の者が閲覧することができる状態

に置く措置をとるとともに、公示事項が記

載された書面を浜松市公告式条例（昭和 

２５年浜松市条例第２３号）に規定する掲

示場に掲示し、又は公示事項を市の事務所

に設置した電子計算機の映像面に表示した

ものの閲覧をすることができる状態に置く

措置をとることによって行うものとする。 

（所得割の課税標準） （所得割の課税標準） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 

３６条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項

４ 前項の規定は、前年分の所得税に係る第 

３６条の３第１項に規定する確定申告書に

特定配当等に係る所得の明細に関する事項



その他地方税法施行規則（昭和２９年総理府

令第２３号。以下「施行規則」という。）に

定める事項の記載があるときは、当該特定配

当等に係る所得の金額については、適用しな

い。 

その他施行規則に定める事項の記載がある

ときは、当該特定配当等に係る所得の金額に

ついては、適用しない。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第３条及び第４条並びに附則第３項及び附則第４項の規定 令和８年５月２１日 

(2) 第５条及び附則第５項の規定 地方税法等の一部を改正する法律（令和５年法律第

１号）附則第１条第１２号に掲げる規定の施行の日又はこの条例の公布の日の翌日の

いずれか遅い日 

 （浜松市屋外広告物条例の一部改正に伴う経過措置） 

２ この条例の施行前にした第２条の規定による改正前の浜松市屋外広告物条例第３１条

の２の規定に違反する行為に対する処分及び罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（浜松市行政手続条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 第３条の規定による改正後の浜松市行政手続条例第１４条第３項及び第４項（これら

の規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、附則第１項第１

号に掲げる規定の施行の日（以下「１号施行日」という。）以後にする通知について適用

し、１号施行日前にした通知については、なお従前の例による。 

（浜松市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ 第４条の規定による改正後の浜松市職員退職手当支給条例第１８条第３項及び第４項

（これらの規定を同条例第１９条第１０項及び第２０条第５項において準用する場合を

含む。）の規定は、１号施行日以後にする通知について適用し、１号施行日前にした通

知については、なお従前の例による。 

（浜松市税条例の一部改正に伴う経過措置） 

５ 第５条の規定による改正後の浜松市税条例第１８条の規定は、附則第１項第２号に掲

げる規定の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達につい



ては、なお従前の例による。 

 

 

（あらまし） 

 この条例は、デジタル技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを

行うものです。 


